
令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題３ 指定障害福祉サービス事業所等に対する実地指導等に係る指導方法に関する調査研究 

補助基準額 ６４０万円を上限とする。 

事業概要 
地域によってバラツキのある障害福祉サービス事業者等に対する各自治体の指導監査

について、その実施方法、取組好事例等の情報収集を行って標準化を図る。 

指定課題を設定

する背景・目的 

社会保障審議会障害者部会において、事業所の指導監督等の業務が増加していること

から、各自治体の指導監査のその指導方法、取組好事例等の状況把握をする必要があると

されているため。 

想定される事業

の手法・内容 

自治体が実施している指導監査について、標準化を図るための調査研究を行う。 

実地指導の現状やその効率的な意向等を把握するためのアンケート調査及び実地指導

の手法に創意・工夫がみられる先進自治体に訪問ヒアリング調査を行い、組織の現状や

課題、意向等を把握・整理するとともに、取組好事例集を編集する。 

 

（検討方法） 

①都道府県等の指導監査担当職員、②事業者等の指導監査の対応者、③有識者等から

なる検討委員会を設置し、年２回程度の開催を予定。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

 効率的な指導監査について自治体へ通知改正や事務連絡等による周知 

担当課室/担当者 企画課 監査指導室 特別自立支援指導官（3067） 



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題８ 代筆、代読に関する効果的な支援方法に関する研究 

補助基準額 ６４０万円を上限とする。 

事業概要 

代筆、代読などの支援が必要な視覚障害者に対し適切なサービスが提供されるよう、意

思疎通支援事業や居宅介護等で提供される代筆、代読に関する効果的な支援に資するた

めの研究を行う。 

指定課題を設定

する背景・目的 

障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しに関する議論を行っていた社会保障審議

会障害者部会において、視覚障害者に対する代筆・代読支援については、１回当たりの支

援時間がそれほど長くならないことから事業として成り立たず、制度として確立するた

め、現行制度の運用の見直しなどを検討する必要があると指摘された。 

これを受け、意思疎通支援事業や居宅介護等で提供される代筆、代読に関する効果的な

支援の方法や、代筆、代読に関する支援者の在り方についての研究を行う。 

想定される事業

の手法・内容 

当事者団体や居宅介護等の障害福祉サービス従事者、自治体、学識経験者等からなる

検討会を設置し、代筆、代読に関する効果的な支援の方法や、支援者の在り方について

検討する。 

さらに、必要に応じ、地方自治体等に対する調査やヒアリングを実施する。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

代筆、代読についての普及に関する資料として、地方自治体や障害福祉サービス事業

所等に広く周知するとともに、制度改正を行う場合の参考資料として活用する。 

担当課室/担当者 企画課自立支援振興室 情報・意思疎通支援係（3076） 



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題 12 障害福祉の現場におけるハラスメントに対する研修素材の制作に関する研究 

補助基準額 １，０００万円を上限とする。 

事業概要 

令和３年度に作成された「障害福祉の現場におけるハラスメント対策マニュアル」に基

づいた研修素材（手引き（管理者向け、職員向け）及び職員向け動画等）の作成を行い、

活用を促すことで、障害福祉サービス事業所等におけるハラスメントの防止のための更

なる取組の推進を図る。 

指定課題を設定

する背景・目的 

障害福祉サービス等の人材確保等の観点から、職員が安心して働くことのできる職場

環境・労働環境を整えることが重要である。そのための課題の一つである、障害福祉の現

場における利用者や家族等によるハラスメントへの対応として、令和３年度において、ハ

ラスメントの実態を把握し、事業者として取り組むべき対策などを示すマニュアルを策

定した。 

また、パワーハラスメント指針（「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言

動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」令和２年１月 15

日厚生労働省告示第５号）では、顧客等からの著しい迷惑行為の防止のために、事業主が

雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、研修の実施等が規定され

ているところである。 

こうした背景も踏まえ、ハラスメントに対する研修素材（手引き（管理者向け、職員向

け）及び職員向け動画等）の制作について、指定課題として設定するものである。 

想定される事業

の手法・内容 

① 検討委員会の設置・運営：障害福祉サービス等に関する知見を有している学識経験

者、事業所団体、労働問題やハラスメントを専門とする法律関係者等により構成し、

以下の内容等について検討を行う。 

・ 関係団体等が、障害福祉サービス等事業者の管理者向けに実施する研修の手引き

（職員からの相談の受付と対応の仕方など） 

・ 障害福祉サービス等事業者の管理者等が、職員向けに実施する研修の手引き及び

動画（サービス提供する前後に確認すべきこと、管理者への相談の仕方など） 

② 上記検討を踏まえ、研修でそのまま活用できるような形で素材の作成を行う。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

ハラスメント対策に資する研修素材（手引き（管理者向け、職員向け）及び職員向け

動画等）を事業者に広く提供・活用いただくことを想定している。 

これにより、障害福祉の現場におけるハラスメント対策の推進が図られ、それによっ

て障害福祉サービス等の人材確保・定着にも資する。 

担当課室/担当者 障害福祉課 課長補佐（3033）、評価・基準係（3036） 

  



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題 38 地域生活支援事業における日中一時支援等の利用状況等に関する調査研究 

補助基準額 １，０００万円を上限とする。 

事業概要 

障害者総合支援法に基づき、地方公共団体が実施する地域生活支援事業のうち、日中一

時支援、移動支援、訪問入浴サービスの利用状況等について、障害福祉サービスの利用者

像との関係を明らかにするための実態把握等を行う。 

指定課題を設定

する背景・目的 

地域生活支援事業は、地方公共団体が地域の実情や障害児・者のニーズに応じ、柔軟に

実施する事業として実施されているが、事業ニーズの増大に対して予算額の伸びには一

定の制約があるところ。 

こうした中、個別給付の対象となりうる障害者等に対するサービスを地域生活支援事

業が担っている場合があり、社会保障審議会障害者部会において、今後、実態把握を行っ

ていく必要がある旨、報告書がとりまとめられている。 

想定される事業

の手法・内容 

地方公共団体を対象として、 

・ 生活介護と日中一時支援との利用状況（日中と夜間の両方に支援ニーズがあるケ

ースなど） 

・ 個別給付が使えるにも拘わらず、地域生活支援事業により実施している事業 

・ 個別給付を提供する事業所が地域にないために地域生活支援事業により実施して

いる事業 

等を把握するための調査票を作成し、調査・集計を行う。 

また、個別自治体に対するヒアリング調査により、地域生活支援事業の効果的・効率

的な実施のための取組や工夫について聞き取りを行う。 

※以上について有識者で構成される検討会において議論を行う。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

得られた成果物については、次期障害福祉サービス報酬改定等における検討の基礎資

料とする。 

担当課室/担当者 企画課自立支援振興室 地域生活支援係（3077) 



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題 39 既製品・半製品に対する適切な補装具費支給のための研究 

補助基準額 １，０００万円を上限とする。 

事業概要 

補装具費支給制度で支給される補装具は、個々の障害に応じたオーダーメイドが原則

であり、これに対応した補装具費の算定基準が定められているが、既製品や半製品を用い

た補装具も、個々の障害に合わせて加工及び調整を行い、適合判定を行った上で支給して

いる実態がある。 

本事業は、補装具費支給制度における既製品や半製品を用いた補装具について、より適

切な支給基準の検討に向けて調査研究を行うものである。 

指定課題を設定

する背景・目的 

補装具費支給制度で支給される補装具は、障害者等の身体状況に合わせたオーダーメ

イドが原則であるが、既製品や半製品の機能が向上したことから、近年、既製品や半製品

を用いた補装具が支給されている実態がある。しかし、現行の算定基準では既製品や半製

品を補装具に用いることが想定されていない。また、補装具は長期間の装着が見込まれる

ことから、既製品であっても加工及び調整を加えることが多く、障害の種類や程度によっ

ては調整に困難を伴うものも多い。本事業では、既製品や半製品についての加工実態等を

調査し、もって、これらの補装具にかかる適切な補装具支給のためのデータ収集及びデー

タに基づく制度設計を提案することが目的である。 

想定される事業

の手法・内容 

更生相談所に対して、既製品・半製品の処方数及び処方（指導）の具体的事例を調査

する。補装具製作事業者に対しては、既製品・半製品に対して行う加工内容の具体的事

例および作業に必要なコスト（時間含む）を調査する。また、肩装具のように、肢位保

持に必要となる装具の調整に時間を要するものについては、義肢装具士を対象者として

調整に要する時間等を調査する。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

本事業の結果は、令和６年度の告示改正に向けた基礎資料として活用する。 

担当課室/担当者 企画課自立支援振興室 福祉用具専門官（3511） 



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題 40 
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の業務実態及び養成研修制度改定の

効果検証に関する調査研究 

補助基準額 １，０００万円を上限とする。 

事業概要 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下、本票では「サービス管理責任

者等」という。）の業務及び障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、障害児入

所施設等における個別支援計画作成を核とした支援提供に係るマネジメントの実態を把

握する調査及びサービス管理責任者等の養成制度改正（平成 31年４月１日施行）の効果

検証に関する調査研究を行い、報告書をまとめる。 

指定課題を設定

する背景・目的 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の業務実態把握は、平成 19年度及び平

成 24年度に養成研修に係る調査に付随して実施されて以降行われておらず、当該調査に

おいても業務実態把握は概要的なものに留まっている。 

サービスの種別や量が急速に拡大しており、かつ、福祉人材の確保が困難な状況にある

中、常勤であり直接処遇に従事することなくサービスマネジメントに専従する職員等の

業務実態を把握する必要がある。 

サービス管理責任者等の養成制度及び研修カリキュラムは、質の向上等を目的とした

見直し（段階的な研修受講・OJT の実施等）を行い、平成 31 年 4 月から施行したところ

であるが、その効果を検証する必要がある。 

想定される事業

の手法・内容 

① サービス管理責任者等や管理者等の業務実態及び個別支援計画策定等のサービス提

供マネジメントに関する事業所実態の調査（事業所への質問紙調査及びヒアリング調

査）。 

② 調査に基づき、サービス管理責任者等の業務分類コードの案を作成すること。 

③ サービス管理責任者等の養成研修についての効果検証のための質問紙及びヒアリン

グ調査（研修実施主体である都道府県等及び事業所のサービス管理責任等に対するも

のを実施すること） 

➃ 検討委員会の設置による検討。 

※ 事業者に対する調査は、①と③を併せた調査としてよいものとし、サービス管理責

任者等研修修了者の追跡調査やサービス管理責任者に関する人材確保の状況把握に関

する項目を含めること。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

人員・運営基準の検討等の報酬改定の際のエビデンスとするほか、サービス管理責任

者等の行う業務についての評価手法の開発等や今後のサービス管理責任者等の養成制度

の見直し等の基礎資料として活用。 

担当課室/担当者 地域生活支援推進室 相談支援専門官（3043） 



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題 41 
情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に関する検

討 

補助基準額 ８００万円を上限とする。 

事業概要 

精神障害を有する患者に対して、精神科の医師が、情報通信機器を用いて精神療法によ

る治療を実施する場合について、安全性・有効性の観点から検討を行い、適切に実施する

ための指針を作成する。 

指定課題を設定

する背景・目的 

情報通信機器を用いた診療は、情報通信技術の進展等に伴い、普及が一層進んでいくと

考えられる。 

一方で、一般社団法人日本医学会連合のオンライン診療の初診に関する提言において、

オンライン診療の初診に適さない症状として、（１）患者本人の診察への同意が確認でき

ない場合、（２）薬物等の強い影響下にある場合、（３）自傷・他害行為の危険が非常に高

い場合等が挙げられている。精神科領域においては特に（１）から（３）に該当する可能

性が考えられ、情報通信機器を用いた精神療法を、安全性を担保しつつ有効な診療として

実施できる場合 

想定される事業

の手法・内容 

・ 精神科医療における情報通信機器を用いた診療の安全性・有効性等に関する国内外

の知見の収集を行う。 

・ 精神科医療の専門家（学術的、医療現場等）による検討会を開催し、上記知見を踏

まえつつ、精神科医療における情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施す

るために遵守すべき事項等の検討を行う。 

・ 情報通信機器を用いた、有効な精神療法を、安全性を担保しつつ、実施するための

ガイドラインの策定に資する報告を求める。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

情報通信機器を用いた精神療法について遵守すべき事項等を明らかにし、安全性・必

要性・有効性の観点から、医師、患者及び関係者が安心できる適切な情報通信機器を用

いた精神療法を推進する。 

担当課室/担当者 精神・障害保健課 課長補佐（3097） 



令和４年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題個票 
 

指定課題 42 精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究 

補助基準額 １，２００万円を上限とする。 

事業概要 

精神科医療における行動制限最小化に資する取組の事例収集、ヒアリング調査 等 

有識者による行動制限最小化のための方策の検討等を行い、行動制限に係る制度改正

ための基礎資料を作成する。 

指定課題を設定

する背景・目的 

令和４年６月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の

実現に向けた検討会」報告書（以下、単に「報告書」という。）において、隔離・身体的

拘束については、「不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身体的拘

束の最小化の取組を総合的に推進すべき」とされ、その推進に当たっては、「①現在「基

本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え方について、処遇基準告

示上で要件として明確に規定するべきである。②単に「多動又は不穏が顕著である場合」

に身体的拘束が容易に行われることのないよう、「多動又は不穏が顕著である場合」とい

う身体的拘束の要件は、多動又は不穏が顕著であって、かつ、 

・ 患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ

おそれが切迫している場合や 

・ 常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している

場合 

に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべき」とされている。 

さらに、「今後、「多動又は不穏が顕著である場合」 という要件を見直すに当たり、非

代替性の要件の判断手法や行動制限最小化委員会の在り方 に関する課題を含め、調査研

究等により、告示の見直し内容とあわせ 、実際の運用について、具体的な現場の指標と

なるよう 、検討を深めていくことが必要 」とされている。 

報告書における指摘を踏まえ、精神科医療における隔離・身体的拘束の最小化に係る取

組の事例収集等を行い、現場における運用の具体的指標等を検討するとともに、基準告示

の見直し内容を含めた行動制限最小化のための方策等について有識者による総合的な検

討を行う。 

想定される事業

の手法・内容 

１．精神病床における行動制限最小化に関する優良事例のヒアリング調査、事例収集等

を実施する。 

２．行動制限最小化のための方策等について、有識者による検討委員会を設置し、検討

を行う。 

求める成果物の

活用方法（施策

への反映） 

精神病床における隔離・身体的拘束に関して、基準告示の見直し等、制度改正に向け

た基礎資料として報告書をとりまとめるとともに、精神科医療の現場において活用でき

るよう行動制限を最小化するための運用の具体的な指標等について取りまとめる。 

担当課室/担当者 精神・障害保健課 精神医療専門官（3103） 

 


